
（平成２３年５月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 14 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 3581  

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 27 年１

月 28 日であると認められることから、申立期間②の資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 26年４月１日から同年７月 20日まで 

② 昭和 26年９月 28日から 27年１月 28日まで 

申立期間①については、昭和 26 年４月にＢ市内にあったＡ社に面接の上、

入社した。 

私は、Ｂ市のＣ店で勤務した後、昭和 26 年５月半ばにＤ店で勤務し、同

年７月頃にはＥ店で勤務し、27 年１月までの期間において同社において勤

務している。 

しかし、同社に係る私の厚生年金保険の被保険者記録は、昭和 26 年７月

20日から同年９月 28日までの期間しか記録されていない。 

両申立期間当時、一緒に勤務していた私の妻の被保険者記録は、昭和 27

年１月 28 日までの期間について記録されているので、私の厚生年金保険の

被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間②について、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

により、申立人がＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格を、昭和 27 年１月

28日に喪失していることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿では、同社は、昭和 26 年９

月 28 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨記載されているが、

同日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失している者の記録の中には、一

旦同日以降の異なる日付で被保険者資格を喪失した旨記録された後に、資

格喪失日を同日に遡って訂正されている者が多数存在しており、かつ、当

該訂正処理前の記録から、同日においてＡ社が適用事業所としての要件を



  

満たしていたと認められることから、同日に適用事業所でなくなったとす

る処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、Ａ社に係る厚生年金保

険被保険者資格について昭和 26 年９月 28 日に資格を喪失した旨の処理を

行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認め

られないことから、申立人の資格喪失日は、厚生年金保険被保険者台帳

（旧台帳）に記載されている 27年１月 28日であると認められる。 

また、申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人に係る厚生年

金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録から、8,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

２ 申立期間①について、申立人は「昭和 26 年４月に面接を受け入社し

た。」と主張しているところ、当該期間に関する記憶が鮮明なこと及び同

僚の供述から判断すると、申立人は当該期間についてＡ社に勤務していた

ことはうかがえる。 

    しかしながら、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主は連絡先不明のた

め照会することができない上、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間①当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚

も連絡先不明等のため供述を得ることができないことから、申立人の申立期

間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び事業主による厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び供述等を得ることができない。 

また、厚生年金保険被保険者番号払出簿によると、申立人の厚生年金保険

被保険者番号は、昭和 26年７月 20日に払い出されていることが確認でき、

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）においても、厚生年金保

険被保険者の資格取得日は同日と記載されており、オンライン記録と一致し

ていることが確認できる。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立人が、同時期に入社したとし

て名前を挙げた複数の同僚についても、昭和 26 年４月に厚生年金保険被保

険者資格を取得した者がいないことから判断すると、申立期間①当時、Ａ社

では、従業員について必ずしも入社と同時に、厚生年金保険に加入させてい

たとは限らない事情がうかがえる。 

   加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3582 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立期間の標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額（28 万円）であったと認められることから、当

該期間の標準報酬月額の記録を 28万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から７年６月１日まで 

「ねんきん定期便」を確認したところ、Ａ社に勤務していた申立期間に

係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額

より低い金額で記録されていることが分かった。申立期間の給与明細書を

提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、28

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった日（平成７年６月 30 日）の後の平成７年８月 10 日付けで、申立期間の

標準報酬月額が６年８月１日に遡って 20 万円に減額訂正されていることが確

認できる上、事業主、取締役一人及び同僚４人についても７年８月 10 日付け、

並びに取締役一人及び同僚二人についても同年 10 月 24 日付けでそれぞれ標準

報酬月額が遡って減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人が所持する平成６年８月から７年５月までの期間に係る給与明

細書により、申立人は、申立期間について遡及訂正前の標準報酬月額（28 万

円）に見合う厚生年金保険料を給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、同社の元役員３人は、「社会保険関係事務は事業主が携わっており

詳細は分からないが、倒産前は経営がかなり厳しい状況であったので、厚生年

金保険料を滞納していたと思う。」と供述していることなどから判断すると、

申立期間当時、申立事業所は厚生年金保険料を滞納していた状況が推認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人について、平成７年８月 10 日

付けで行われた遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、６年８月１日

に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額について、有効な記録訂正があったものとは認め

られないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 28万円に訂正することが必要と認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 3583 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 12 年２月から 15 年 12 月までの期間及び

16 年２月から同年８月までの期間及び同年 12 月から 17 年８月までの期間に

ついては、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていることが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を、12 年２月から同年４月までは 34 万円、同年５月は 32 万円、

同年６月は 34 万円、同年７月は 32 万円、同年８月は 30 万円、同年９月から

13 年３月までは 34 万円、同年４月から同年６月までは 32 万円、同年７月は

34 万円、同年８月から同年 11 月までは 32 万円、同年 12 月は 34 万円、14 年

１月及び同年２月は 32万円、同年３月から同年５月までは 34万円、同年６月

は 32万円、同年７月から同年 11月までは 34万円、同年 12月から 15年 12月

までは 36 万円、16 年２月から同年６月までは 36 万円、同年７月及び同年８

月は 30万円、同年 12月及び 17年１月は 30万円、同年２月から同年４月まで

は 36 万円、同年５月及び同年６月は 34 万円、同年７月及び同年８月は 36 万

円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から 17年９月 30日まで              

     「ねんきん定期便」により、勤務していたＡ社に係る標準報酬月額が、記

憶している給与総支給額より低く記録されていることに気付いた。給与振込

額が記載された預金通帳（写し）を提出するので、申立期間の標準報酬月額

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する



  

こととなる。 

   したがって、申立人の申立期間のうち、平成 12 年２月から 15 年 12 月まで

の期間及び 16 年２月から同年８月までの期間及び同年 12 月から 17 年８月ま

での期間における標準報酬月額については、申立人が所持する給与振込口座の

写しから確認できる振込額及びＢ市から提出を受けた平成 15年から 17年まで

の所得に係る市民税・県民税所得証明書から確認できる給与収入額（年額）及

び社会保険料控除額（年額）等から推認できる厚生年金保険料控除額及び報酬

月額から、12 年２月から同年４月までは 34 万円、同年５月は 32 万円、同年

６月は 34万円、同年７月は 32万円、同年８月は 30万円、同年９月から 13年

３月までは 34 万円、同年４月から同年６月までは 32 万円、同年７月は 34 万

円、同年８月から同年 11 月までは 32 万円、同年 12 月は 34 万円、14 年１月

及び同年２月は 32 万円、同年３月から同年５月までは 34 万円、同年６月は

32 万円、同年７月から同年 11 月までは 34 万円、同年 12 月から 15 年 12 月ま

では 36 万円、16 年２月から同年６月までは 36 万円、同年７月及び同年８月

は 30万円、同年 12月及び 17年１月は 30万円、同年２月から同年４月までは

36 万円、同年５月及び同年６月は 34 万円、同年７月及び同年８月は 36 万円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、前述の市民税・県民税所得証明書等で確認又は推認できる報酬月額及び厚

生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額が、当該期間についてオンライン

記録で確認できる標準報酬月額と長期間にわたり一致していない上、平成 16

年度及び 17 年度の申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額

算定基礎届及び申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届により、

事業主が申立人について届け出た報酬月額に見合う標準報酬月額がオンライン

記録で確認できる標準報酬月額と一致していることから、社会保険事務所（当

時）は、当該期間について、前述の市民税・県民税所得証明書で確認又は推認

できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

いずれか低い方の額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、平成 16 年１月及び同年９月から同年 11 月までの期間の標準報酬月

額については、申立人が所持する給与振込口座の写しから確認できる振込額等

から推認される報酬月額に見合う標準報酬月額がオンライン記録で確認できる

標準報酬月額より低額であることから、特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんは行わない。 

また、平成３年６月から 12 年１月までの標準報酬月額については、当該期

間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、申立人が当該期間

についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3584 

 

第１ 委員会の結論 

    申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月２日から 48年９月１日まで 

    Ａ社で、厚生年金保険の脱退手当金について説明を受けたが、受け取ら

ないと申し出て、脱退手当金裁定請求書を出さなかった記憶がある。 

    脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険者期間

（42 か月間）についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となってお

り、申立人が２回の被保険者期間のうち最初の被保険者期間を失念するとは考

え難い。 

また、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 48 年９月１日の前後２年

以内に被保険者資格を喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を満たしている女

性 36 人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、二人（申立人を除

く。）以外には支給記録が無いことから、事業主が申立人の委任を受けて代理

請求した可能性は低いと考えられる。 

さらに、申立人が所持する脱退手当金の支給決定後に再交付された厚生年金

保険被保険者証に、脱退手当金を支給したことを示す表示が無く、当時再交付

の場合においても脱退手当金が支給された場合には、支給を示す表示をすると

の社会保険庁（当時）の通知が存在したが、日本年金機構によると、当該被保

険者証を再交付した社会保険事務所（当時）においては、一般的には再交付さ

れた厚生年金保険被保険者証に脱退手当金の支給を示す表示を行う取り扱いで



  

あった旨の回答が得られることを踏まえると、当該被保険者証を再交付した社

会保険事務所で上記通知と異なる取扱いが行われていたと認めるに足りる事情

は無い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3585 

  

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成４年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月 29日から同年 10月１日まで 

平成４年 10 月１日にＡ社から同社の関連事業所であるＢ社に異動した時

の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。継続して勤務していたこ

とは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立期間当時に厚生年

金保険の被保険者記録が確認できる同僚の供述から判断すると、申立人が、Ａ

社及びＢ社に継続して勤務し（平成４年 10 月１日にＡ社から同社の関連会社

であるＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成４年

８月のオンライン記録から、53万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は当時の資料が無いため不明としており、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

福岡厚生年金 事案 3586 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 37年３月 22日から 38年９月 26日まで 

             ② 昭和 40年９月１日から 41年８月 31日まで 

             ③ 昭和 43年６月１日から 45年４月 30日まで 

    オンライン記録では、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険の被保険者期間

について、脱退手当金が支給済みとされている。脱退手当金の請求手続を

したことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、請求時までの全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間②及び③の前後におけ

る２回の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求と

なっているところ、５回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間を失念す

るとは考え難い上、申立期間②及び③より前の未請求となっている被保険者期

間と申立期間①、②及び③は同一番号で管理されているにもかかわらず、支給

されていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

   また、申立期間の脱退手当金は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格の喪失日から約２年４か月後の昭和 47年８月 22日に支給決定された

こととなっている上、当時、Ｂ社に勤務していた同僚は、「申立期間当時、事

業所から脱退手当金に関する説明等はなかった。」と供述していることから、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   さらに、申立人に係るＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退

手当金が支給されたことを意味する「脱」表示は無い上、同被保険者名簿にお

いて、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 45年４月 30日



  

の前後２年以内に資格喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を満たしている女

性 15 人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、支給記録が確認で

きるのは申立人のみである。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2405     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月から 46 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 46年 10月まで          

昭和 43 年４月頃、Ａ市役所から国民年金の加入案内が送られてきたので、

国民年金に加入し、Ｂ事業所で働いていた時の貯蓄で国民年金保険料を納

付した。両親も既に国民年金に加入していたので、３人の国民年金保険料

を納付書で、郵便局やＡ市役所の出張所で納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年４月頃、国民年金の加入案内が送られてきて、国民年

金に加入したと申し立てているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

国民年金手帳記号番号払出簿から 51 年１月に払い出されたことが確認できる

上、申立人に別の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

   また、Ａ市Ｃ区役所の国民年金被保険者名簿には、受付日が「昭和 51 年１

月７日」、国民年金被保険者の資格取得日が「昭和 43 年４月 18 日」と記載

されていることが確認できることから、昭和 51 年１月７日に国民年金の加入

手続が行われ、国民年金の強制被保険者としての資格を取得した 43 年４月 18

日に遡って被保険者資格を取得したと記録されたものと考えられ、加入手続

の時点においては、申立期間は、時効により国民年金保険料を納付できない

期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2406 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年１月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 48年３月まで 

    私は、短期大学を卒業後、実家の店舗で手伝いをしていたが、国民年金に

加入して結婚するまで、母が自分の分と一緒に国民年金保険料を払ってく

れた。 

    国民年金の加入手続は、母が、国民年金保険料の集金人に実家へ来ても

らって行った。 

    申立期間当初の国民年金保険料は数百円だったと記憶している。 

    申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保

険料を納付したと主張しているが、Ａ社会保険事務所（当時）の国民年金手帳

記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年６月７

日に払い出されていることが確認できることから、当該払出時点において、申

立期間のうち、昭和 43年１月から 46年３月までの期間は、時効により国民年

金保険料を納付できない期間であり、それ以前に申立人に対して別の記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立期間のうち、昭和 46年４月から 48年３月までの期間については、

過年度納付が可能な期間であるものの、申立人の母親において、過年度納付を

行った事情はうかがえない。 

   さらに、申立人の母親は、申立人の国民年金保険料は申立人の妹の保険料と

ともに納付したとしているところ、申立人の妹の手帳記号番号は申立人と同じ

昭和 48 年６月７日に連番で払い出されていることが確認できる上、申立期間

の申立人の妹の記録は未納とされていることから、申立人はその妹とともに同



  

日に国民年金に加入して国民年金保険料の現年度納付を開始したものと考える

のが自然である。 

   加えて、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、申立人の母親が、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2407 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月から 11年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月から 11年 12月まで 

私は、専門学校を卒業し就職したが、平成８年３月末に父の自営業を手

伝うために退職した。私の国民年金の加入手続は私の母が行い、申立期間

の保険料は、家族全員の保険料の納付をしていた母が全て納付した。両親

は完納しており、私の申立期間の国民年金保険料についても、両親の保険

料と一緒に納付したはずだ。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が平成８年３月末に退職したことに伴い、申立人の母親

が申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を納付したと主張しているが、申立期間は、厚生年金保険被保険者資

格を喪失した後の期間であり、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、

国民年金被保険者資格を取得することが必要であるところ、申立人が所持する

年金手帳の記載内容及びオンライン記録により、申立人の厚生年金保険手帳記

号番号と同一番号による基礎年金番号の付番、新たな年金手帳の交付及び厚生

年金保険から国民年金への切替手続が、いずれも 12年５月 30日に行われ、申

立期間前の厚生年金保険被保険者資格を喪失した８年４月１日に遡って国民年

金被保険者資格を取得したことが確認できることから、当該切替手続が行われ

るまでは、申立期間は国民年金の未加入期間となっており、申立期間当時、申

立期間の保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、その母親が同居していた両親の分と一緒に申立人の国民

年金保険料を納付していたと主張しているものの、オンライン記録及びＡ町役

場が保管する申立人及びその両親に係る国民年金被保険者名簿の検認記録によ



  

り、申立期間については、申立人の両親の保険料は、いずれも現年度納付と

なっているのに対し、申立人の保険料は未納となっているとともに、申立期間

後である平成 12 年４月及び５月について、申立人の両親の納付日は同年５月

22 日となっているのに対し、申立人の納付日は新たな年金手帳が交付された

（平成 12 年５月 30 日）後の同年７月 26 日と異なっていることが確認でき、

同年６月以降の保険料は、全て同日に納付されていることから見て、申立人の

母親は、同年６月から申立人の保険料を両親と一緒に納付し始めたと考えるの

が自然である。 

なお、申立人のオンライン記録により、申立期間後の平成 12 年１月から同

年３月までの保険料は、14 年２月 19 日に過年度納付により納付されているこ

とが確認でき、当該過年度納付された時点において、申立期間は、時効により

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ： 昭和 43年４月から 44年３月まで 

私は、昭和 43 年４月９日に、長女を近所の人に預け、Ａ市Ｂ区役所（現

在は、Ａ市Ｃ区）に行って、Ｄ市からの転入に係る諸手続を行った。その

時に、国民年金の異動手続も行い、申立期間の国民年金保険料を納付した。

その後、２回目以降はＥ団地集会所で納付したと記憶している。 

この件で３回、社会保険事務所（当時）に行ったが、納付記録が無いと

いうことで認めてもらえなかった。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間の国民年金保険料を、最初はＡ市Ｂ区役所で、２回目以

降は同区Ｅ団地集会所で納付したと主張しているところ、申立人が所持してい

る国民年金手帳の昭和 44年度及び 45年度の国民年金印紙検認記録を見ると、

昭和 44 年４月から同年９月までの欄には、「44 年 10 月 31 日」の日付と「Ａ

市Ｂ12」という検認者の記載がある検認印が押されているとともに、同年 10

月から 46 年３月までの欄には、３か月ごとに納付したことを示す日付と「Ａ

市Ｂ62」という検認者の記載がある検認印が押されていることが確認できる。 

しかしながら、申立期間である昭和 43 年度の国民年金印紙検認記録には、

全ての月の欄に検認印が押されておらず、同年度の国民年金印紙検認台紙は、

切取線上に昭和 44年 10月の日付の入った契印が押されて切り離されているこ

とから、前述の 44 年 10 月 31 日に、申立人が国民年金印紙を購入の上、検認

台紙の 44 年４月から同年９月までの欄に貼付された際に、Ｂ区役所は、旧国

民年金法施行規則第 73 条第１号の規定（国民年金手帳の提出があった場合に

おいて、提出があった日の属する年度前の年度分の検認台紙があるときは、当



  

該検認台帳を切り離し、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に送付しな

ければならない。）に基づき、印紙の貼付がない申立期間の印紙検認台紙の切

り離しを行ったものと考えるのが自然である。 

また、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）は無く、ほかに当該期間の国民年金保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したものと認めることはで

きない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2409 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50年１月から 54年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 54年４月まで 

    平成 19 年７月頃に社会保険事務所（当時）で調査してもらったところ、

昭和 40 年４月からの厚生年金保険の被保険者記録が判明し、さらに 48 年

12 月から 49 年 12 月までの国民年金保険料の納付記録も判明した。しかし、

申立期間における保険料が未納となっており、随分前のことではっきりした

記憶は無いが納付していたと思うので、申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 49 年１月に払い出されており、申

立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿によれば、記事欄に「不在決定

51.11.22」と記載されていることが確認できることから、51 年 11 月 22 日以

降、当該記号番号での国民年金保険料の納付記録は無く、申立期間に係る国

民年金保険料についても未納とされていることが確認できる。 

   また、昭和 60 年６月にＢ市において、申立人に対し、前述とは別の国民年

金手帳記号番号が払い出されており、当該記号番号の払出時点においては、

申立期間は時効により国民年金保険料を納付することはできなかったものと

考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。



  

福岡国民年金 事案 2410 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44年７月から 45年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月から 45年２月まで 

    父が将来のことを考え、国民年金に加入する必要があると言って加入手続

と保険料の納付をしてくれた。 

申立期間の領収書等は保管していないが、厳格な父が納付していたこと

は間違いないので、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 58 年２月にＡ市Ｂ区で払い出され

ており、それ以前に別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらない上、この時点で昭和 44 年７月に遡って資格取得がなされたも

のと推認されることから、申立期間は時効により国民年金保険料を納付できな

かったものと考えられる。 

また、申立人自身は、申立期間における国民年金への加入手続及び国民年

金保険料の納付に関与していないことなどから、国民年金の加入状況及び保険

料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立人及びその父親が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料が納付されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡国民年金 事案 2411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年７月から 50年４月までの付加保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年７月から50年４月まで 

    私は、昭和38年１月から40年７月まで病気で入院していたが、その際に国

民年金の付加保険料の納付を勧められて、退院後に夫に納付してもらった

ことを記憶しているので、申立期間の付加保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、国民年金に付加保険料（所得比例保険料）が導入され

たのは昭和45年10月であること、申立人の特殊台帳の50年度の摘要欄に「50.5 

○比  加入」と記載されていることから、50年５月に付加保険料の納付を開始し

たことが確認できること、申立期間のほとんどの期間は、追納、特例納付及び

過年度納付による納付であり、これら期間においては納期内の納付を対象とす

る付加保険料は納付できないことなどを踏まえると、申立人の夫が申立人の付

加保険料を納付していたものとは考え難い。 

   また、申立人及びその夫の年金記録は、国民年金制度が開始された昭和36年

４月から付加保険料の納付を開始した50年５月まで、保険料の納付済期間、免

除期間等の記録は全て一致しているところ、申立人の夫の特殊台帳においても

前述と同様の記載が確認できる上、同台帳及びオンライン記録において、申立

期間の付加保険料が納付された事跡はうかがえない。 

   さらに、申立人の夫が申立期間の付加保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）は無い上、申立人自身は、国民年金保険料の納付に関

与しておらず、ほかに申立期間の付加保険料が納付されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。



  

福岡国民年金 事案 2412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年３月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月から 10年３月まで 

    私は、年金受給の問い合わせのために、社会保険事務所（当時）に出向き、

窓口の男性担当者に、「今 50 万円納付すると、将来にわたり年金の額が有

利になる。」と言われ、夫から 50 万円を借り受けて国民年金保険料を一括

納付した。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、50 万円を一括納付したと供述しているとこ

ろ、申立期間は 61 か月と長期であり、当時は、特例納付の実施期間ではない

ことから、申立期間に係る国民年金保険料を一括して納付することはできない。 

   また、平成９年１月１日に導入された申立人の基礎年金番号は、申立人が厚

生年金保険被保険者資格を喪失した５年３月１日時点の厚生年金保険被保険者

記号番号が付番され、当該取得日に係る入力処理は、過年度納付書が発行され

た 12年５月 23日に行われたものと確認できることから、この時点までは、申

立期間は未加入期間とされ、国民年金保険料を納付することができなかったも

のと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年５月から４年３月までの期間、６年８月から７年３月まで

の期間及び９年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年５月から４年３月まで 

             ② 平成６年８月から７年３月まで 

             ③ 平成９年 11月 

    私は、申立期間当時、国民年金保険料を納付しない期間が２年以上経過す

るとそれ以前に納付していた保険料が無効になると信じていたので、無効と

ならないように申立期間の保険料を納付していた。納付方法等についての記

憶は定かではないが、申立期間における保険料を納付したのは間違いないの

で、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、平成５年６月 21 日に厚生年金保険被保険

者の資格を取得したために同年６月の国民年金保険料が過誤納となり、同年８

月 23 日に、当該保険料は時効間際の３年７月の保険料として充当されている

ことが確認できることから、その時点において、当該期間は未納であったこと

がうかがえる。 

   また、申立期間②について、申立期間②直後の平成７年４月及び５月の国民

年金保険料が同年８月 28 日に現年度納付された後、申立期間②直前の６年６

月及び同年７月の保険料が７年 11 月６日に過年度納付されているところ、申

立人は、これら期間における納付手続、納付場所等に係る記憶は定かではない

ほか、厚生年金保険被保険者の資格を喪失した後の申立期間③についても、種

別変更、納付手続等に係る記憶が定かではない上、申立期間に係るオンライン

記録とＡ市Ｂ区の納付記録は一致していることが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連



  

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3587    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月１日から 44年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が脱

退手当金支給済みとなっているが、脱退手当金については、制度自体を知

らなかった上、請求もしていなければ受け取った記憶も無いので、脱退手

当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人に脱退手

当金を支給したことを意味する「脱」の表示が記されており、申立期間の脱退

手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日から約２か月後の昭和 44年６月 17日に支給されているなど、

当該脱退手当金支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、前述の被保険者名簿により、申立人が厚生年金保険被保険者資格を

喪失した前後５年間に同資格を喪失した同僚の中で、脱退手当金が支給された

ことを意味する「脱」の表示が記されている者が６人確認できるところ、その

うちの５人が、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から６か月以内

に脱退手当金を支給されている上、当該同僚のうち連絡が取れた者は、事業主

が代理請求を行っていた旨の供述をしており、申立期間当時、Ａ社においては、

事業主による代理請求が行われていた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに、

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立期間前に脱退手当金が未請求となっている別事業所に係る厚生

年金保険被保険者期間が確認できるが、未請求の被保険者期間と申立期間であ

る被保険者期間とは、別の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されており、



  

申立期間の脱退手当金が請求された昭和 44 年当時、社会保険事務所（当時）

では、請求者からの申出が無い場合、別の記号番号で管理されている被保険者

期間を把握することは困難であったものと考えられ、Ａ社の事業主が代理請求

を行った可能性が高いことを踏まえると、脱退手当金が未請求となっている被

保険者期間が存在することに事務処理上の不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3588      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、全ての申立期間について、厚生年金保険被保険者としてのその主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 10月１日から 57年４月１日まで 

         ② 昭和 57年 10月１日から 60年 10月１日まで 

         ③ 平成 12年 10月１日から 13年 10月１日まで 

 Ａ社が運営するＢ事業所に勤務していた期間のうち、全ての申立期間に

係る標準報酬月額がそれぞれの直前の標準報酬月額よりも下がっている。 

Ｃ市役所で採用試験があり、処遇はＣ市の職員に準ずるとの説明を受け

ており、給与の昇給等があった場合は、同市役所から同社に連絡されてい

たと思う。私の記憶では、給与が下がることは絶対に無かった。 

全ての申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿及びオンライン記録における申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、当

該期間の直前の昭和 56年４月及び 57年４月に改定された標準報酬月額と比

較すると、申立人の申立てどおり低くなっているものの、当時、毎年 10 月

に行われた標準報酬月額の決定（以下「定時決定」という。）による標準報

酬月額の推移で見ると、55 年 10 月及び 56 年 10 月の定時決定における標準

報酬月額と比較して上昇していることが確認できることなどから判断すると、

申立人が主張する昇給に伴う定時決定が行われていると推認される。 

また、申立期間①及び②のうち、昭和 56年 10月及び 57年 10月における

標準報酬月額の定時決定については、申立人の時間外手当など給与に関する

記録が確認できず、試算することができないものの、58 年 10 月及び 59 年

10 月の定時決定における標準報酬月額は、Ｃ市から提出された申立人の給



  

与に関する記録から試算したところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿及びオンライン記録と一致しており、不自然な定時決定が行われた

形跡はうかがえない。 

さらに、昭和 56年４月及び 57年４月に標準報酬月額の改定が確認できる

が、これについては、56 年１月及び 57 年１月に、理由は不明であるが、一

時的な給与の大幅な上昇があったため、随時の標準報酬月額の改定が行われ

たものと考えられる。 

 

２ 申立期間③について、オンライン記録における当該期間に係る標準報酬月

額は、申立期間③直前の平成 11年 10月の標準報酬月額の定時決定における

標準報酬月額に比べて、申立人の申立てどおり低くなっているものの、オン

ライン記録によれば、申立人を除くＢ事業所の厚生年金保険の被保険者 20

人中 15人についても同様に低くなっていることが認められる。 

また、Ａ社が運営するＢ事業所の職員の給与待遇は、Ｃ市の職員に準ずる

とされているところ、Ｃ市人事委員会の記録から、Ｃ市の行政職職員の給与

は、平成 11 年度以降、月例給の減額による引き下げが毎年実施されている

ことが確認できる。 

 

３ 申立人が、全ての申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、全ての申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に控除されていたと認める

ことはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3589      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年６月１日から 40年６月２日まで 

 日本年金機構から、脱退手当金の受給の有無を確認するためのはがきが送

られてきて、Ａ社（現在は、Ｂ社）に係る厚生年金保険被保険者期間につい

て、脱退手当金を受給したとされていることを知った。 

当時、人員削減のため退社し、その後、失業保険を受給しながら、就職先

を探していたが、夫の転勤が決まったため、Ｃ県に転居してから再就職した。

脱退手当金の請求などしたこともなく、受給した記憶も無い。 

申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金支給記録は、支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和40年10月

14日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立期間以前に勤務した事業所における厚生年金保険被保険者期間の

脱退手当金は未請求となっているが、当該事業所に係る厚生年金保険被保険者

記号番号は、申立期間の事業所とは所轄社会保険事務所（当時）が異なる別の

記号番号で管理されており、申立期間の脱退手当金が請求された昭和40年当時、

社会保険事務所では、請求者からの申出が無い場合、別の記号番号で管理され

ている事業所の被保険者期間を把握することは困難であったものと考えられる

ことから、支給されていない期間が存在することに事務処理上の不自然さはう

かがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案3590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年10月１日から39年１月１日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間及びＢ社Ｃ支店に

勤務していた期間について、厚生年金保険の脱退手当金を受給したことと

されている。 

Ｂ社Ｃ支店を退職した時に、脱退手当金の受給の有無についての意向確

認があり、同社に受給手続を代行してもらい、同社に係る脱退手当金は受

給したが、申立期間に係る脱退手当金については、請求手続を行ったこと

も、受給した記憶も無い。 

平成13年２月に社会保険事務所（当時）で受け取った被保険者記録照会

回答票の記録と、現在の同記録は、厚生年金保険の被保険者資格取得日欄

の記載内容が相違しており、当該記録が改ざんされていると思われる。 

申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものとされており、申立期間の脱退手当金が請求さ

れた当時、社会保険事務所では、請求者からの申出がない場合、別の記号番

号で管理されている被保険者期間を把握することは困難であったものと考え

られるところ、オンライン記録において、申立人が脱退手当金の受給を認め

ているＢ社Ｃ支店（以下「最終事業所」という。）に係る厚生年金保険被保

険者期間及び申立期間の事業所に係る同被保険者期間を合算した期間の脱退

手当金が申立人に支給された記録となっており、両事業所に係る厚生年金保

険被保険者記号番号は同一であったことが確認できる一方、申立期間の前の

事業所に係る被保険者期間については未請求とされているものの、上記両事



  

業所に係る厚生年金保険被保険者記号番号とは別の記号番号で記録されてい

ることが確認できることを踏まえると、未請求の被保険者期間が存在するこ

とに事務処理上の不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、「Ｂ社Ｃ支店を退職する時に、脱退手当金の請求手続を代

行してもらった。」と供述している上、最終事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日で

ある昭和47年２月11日の前後５年以内に被保険者資格を喪失し、かつ、脱退

手当金の支給要件を満たす女性被保険者33人の被保険者記録を確認したとこ

ろ、申立人を含む21人について、脱退手当金の支給記録が確認でき、そのう

ち17人は被保険者資格の喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給がなされ

ているほか、支給決定日が他の被保険者と同一日である者が７人（昭和43年

５月17日が支給決定日となっている者４人、44年４月15日が支給決定日と

なっている者３人）確認できることを踏まえると、事業主による脱退手当金

の代理請求が行われた可能性が高い。 

   さらに、申立期間及び最終事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、申立人に脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記さ

れている上、申立期間及び最終事業所の被保険者期間を合算した期間の脱退

手当金支給額に計算上の誤りは無く、最終事業所に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日から約３か月後の昭和47年５月８日に申立期間及び最終事業

所分の脱退手当金が併せて支給されたことが確認できるなど、一連の事務処

理に不自然さは見られない。 

加えて、申立人は、平成13年２月に社会保険事務所で受け取ったとする被保

険者記録照会回答票（一時金画面）を保管しており、当該照会回答票におけ

る資格取得日と、オンライン記録における資格取得日が相違しており、当該

照会回答票の記録が改ざんされていると主張しているものの、申立人が保管

する当該照会回答票の被保険者資格取得日欄が、最終事業所における被保険

者資格の取得日である「39.01.04」と記録されていたものが、現在は、申立

事業所における同資格取得日である「37.10.01」と記録されていることにつ

いて、年金事務所は、「資格取得日の記録に誤りがあったことから、訂正を

行っており、単純な入力ミスであった。」と回答している上、当該照会回答

票において確認できる脱退手当金の支給対象月数、支給額、支給日等の記載

はオンライン記録といずれも一致していることが確認でき、当該照会回答票

の記載内容が不自然に訂正された形跡はうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3591 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年６月１日から 33年８月 15日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間について厚生年金

保険の脱退手当金を受給したこととされているが、脱退手当金を受給した

記憶は無いので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る脱退手当金について、申立期間に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立人に脱退手当金が支給されたことを意味する「脱手」

の表示が記されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和

33 年 10 月 10 日に支給されたことが確認できるなど、一連の事務処理に不自

然さは見られない。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間の厚生年金保険被保険者資

格の喪失日である昭和 33 年８月 15 日から 39 年 12 月 20 日までの期間に被保

険者資格を喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を満たす女性被保険者 12 人

の被保険者記録を確認したところ、申立人を含む９人に脱退手当金の支給記録

が確認でき、そのうち７人は被保険者資格の喪失後４か月以内に脱退手当金の

支給決定がなされていることを踏まえると、事業主による脱退手当金の代理請

求が行われていた可能性がうかがえる。 

さらに、申立期間の前に脱退手当金が未請求となっている厚生年金保険被

保険者期間があるが、当該未請求の被保険者期間と申立期間に係る被保険者期

間とは、別の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されており、申立期間の脱

退手当金が請求された当時、社会保険事務所（当時）では、請求者からの申出

が無い場合、別の記号番号で管理されている被保険者期間を把握することは困



  

難であったものと考えられることから、支給されていない被保険者期間が存在

することに事務処理上の不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3592  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年４月から同年７月まで  

「厚生年金受給者便」を確認したところ、申立期間の厚生年金保険の被

保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間は、高等学校を卒業した後にＡ社に勤務していた期間であり、

給与から健康保険料及び厚生年金保険料を控除されていたことは間違いな

いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「申立期間当時の人事関係及び社会保険関係の資料を保存してい

ない。」と回答している上、当時の事業主は死亡しており、同僚の多くが申立

人を記憶していないことから、申立人の申立期間における勤務実態、厚生年金

保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び

供述を得ることができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立期間以前

から継続して厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「当時、Ａ社

の従業員数は、40 人から 50 人程度であった。そのうち、正社員は、７人から

８人程度であった。」と供述しているところ、前述の被保険者名簿では、申立

期間における厚生年金保険被保険者資格の取得者数は 12 人であることが確認

できること、及び申立人が、申立人と同じ高等学校を卒業後、一緒にＡ社に入

社したと記憶する同僚は、前述の被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者

記録が確認できないことから判断すると、当時、申立事業所では、全ての従業

員を必ずしも厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。  

    さらに、申立人と同時期に申立人とは別の高等学校を卒業し、昭和 29 年４

月に同社に入社したとする同僚３人は、前述の被保険者名簿において、同年９



  

月 20 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できること、

及び別の同僚は、「私は、昭和 29年４月 29日にＡ社に入社し、当初は臨時雇

いであった。本雇いになったのは同年９月からである。」と供述しているとこ

ろ、前述の被保険者名簿により、同年９月 22 日に厚生年金保険被保険者の資

格を取得していることが確認でき、当該記録はオンライン記録と一致している

ことなどから判断すると、当時、申立事業所では、全ての従業員について必ず

しも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情もうかがえ

る。     

加えて、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録

は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠

落したものとは考え難い。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20年９月１日から 21年１月１日まで 

私は、Ａ社の取締役で社会保険手続を担当しているが、同社に勤務して

いた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額を 50 万円として届け出るべ

きであったにもかかわらず、誤って 44 万円として届け出てしまったために、

実際に支給されていた給与支給額に見合う標準報酬月額よりも低い金額で

記録されているので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

なお、特例法に基づき記録の訂正等が行われるのは、上記の額がオンライ

ン記録を上回る場合である。 

一方、申立期間については、申立人が所持する給与支払明細書及びＡ社が

提出した賃金台帳により、給与月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額を上回っていることが確認できるものの、申立期間に係る厚生

年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額

と一致していることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 



  

福岡厚生年金 事案 3594（事案 1954の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26年５月から 31年６月まで 

Ａ社に採用され、昭和 26年５月から 31年６月までの期間において同社Ｂ

営業所に勤務していたが、勤務期間について厚生年金保険の被保険者記録が

確認できなかったため、年金記録確認第三者委員会に申し立てたものの、年

金記録の訂正は認められなかった。 

今回、Ａ社の取引先事業所であったＣ社Ｄ事業所（Ｅ市）の社員とＦ社

（Ｇ町（当時））の社長の名前を思い出したこと、及び申立期間当時に住ん

でいたＥ市にあったＨ医院に私の妻が入院したことがあることを思い出した

ので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、期間の特定はできないものの、申立人が

Ａ社において勤務していたことは推認できるものの、ⅰ）Ａ社及び同社Ｂ営

業所は、社会保険適用事業所名簿及びオンライン記録では、厚生年金保険の

適用事業所としての記録が無いこと、ⅱ）申立人に係る厚生年金保険被保険

者台帳（旧台帳）では、当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録は確

認できない上、オンライン記録によれば、当該事業所の代表取締役を含む４

人及び申立人が名前を挙げる同僚の被保険者記録も見当たらないこと、ⅲ）

当該事業所は既に解散しており、当時の事業主は所在が不明である上、申立

人が名前を挙げる同僚も所在が確認できないことから供述を得ることができ

ず、申立期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができないなどとして、既に当委員会の決定に基づき平成

22 年３月 25 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行



  

われている。 

今回、申立人は、Ａ社の取引先事業所であった、Ｃ社Ｄ事業所の社員及びＦ

社の社長の名前を思い出したこと、並びに申立期間当時に住んでいたＥ市内

にあったＨ医院に自身の妻が入院したことがあることを思い出したとして再

申立てを行っている。 

しかしながら、申立人が、当時の取引先事業所であったとするＣ社Ｄ事業所

の社員として名前を挙げる二人のうち、一人の当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において被保険者記録は確認できるものの既に死亡

していること、及び他の一人については被保険者記録が確認できず、連絡先

が不明であることから、申立期間当時に係る供述を得ることができない上、

同社Ｄ事業所では、「申立事業所が、当社と関係があった事業所であったこ

とを確認できる資料は無い。」と回答しており、申立てに係る新たな事情は

確認できない。 

また、申立人が当時の取引先事業所とするＦ社の経営者は既に死亡している

上、同社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者記録が確認できる複数の者

に聴取しても申立人に係る記憶は無いとしており、申立てに係る新たな事情

は確認できない。 

さらに、申立人は、「当時、私の妻がＥ市内にあるＨ医院に入院したことが

ある。」と申し立てているものの、Ｈ医院の当時の事業主は既に死亡してい

る上、Ｅ県医師会は、「Ｈ医院に係る記録が無い。」と回答していることな

どから、申立てに係る新たな事情は確認できない。    

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事実は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年９月 21日から 39年４月 30日まで 

Ａ社を退職する時はまだ 20 歳前後で、失業保険の説明を受けたたことは

記憶しているが、脱退手当金の話も聞いたこともなく受給した記憶もない。 

申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てているところ、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間の脱退手当金を支給され

ていることを意味する「脱」表示が確認できる。 

また、脱退手当金の支給額は、Ｂ社の勤務期間とＡ社の勤務期間を合算した

月数分が支給されていることが確認できる上、当該支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3596 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年１月１日から 37年６月１日まで 

    オンライン記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保

険者期間について、脱退手当金が支給済みとされている。 

    脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手

当金の支給記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和 37 年６月１日の前後

の期間に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を

満たしている女性 22 人（申立人を除く。）について脱退手当金の支給記録を

確認したところ、21 人に支給記録が確認でき、そのうち 18 人は資格喪失後５

か月以内に脱退手当金の支給決定がなされているところ、同事業所に勤務して

いた申立人の同僚３人は、いずれも「事業所から脱退手当金に係る手続につい

て説明を受けた記憶は無いが、脱退手当金の手続は自ら社会保険事務所（当

時）において行った。」と供述していることなどから、当該事業所を退職した

女性従業員は申立期間当時、脱退手当金の請求手続を行っていた可能性がうか

がえる。 

   また、申立人に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとと

もに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 37 年９月６日に支

給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別事業所の厚生年



  

金保険の被保険者期間があるが、未請求の被保険者期間と申立期間である被保

険者期間とはそれぞれ別の記号番号で管理されており、社会保険事務所では、

請求者からの申出が無い場合、請求者の全ての被保険者期間を把握することは

困難であったものと考えられることから、支給されていない期間が存在するこ

とに事務処理上不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年６月 15日から 36年７月 22日まで 

 Ａ社を退職した後、脱退手当金を昭和 37年７月に受給したことになって

いる。私は、昭和 36年７月＊日に結婚し、Ｂ市に居住しており、脱退手当

金を受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は脱退手当金を受給していないと申し立てているところ、Ａ社に係る

厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間の脱退手当金を支給されているこ

とを意味する「脱」表示が確認できるとともに、申立期間の脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りはなく一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人と同時期に被保険者資格を喪失した同僚のなかで 15 人にオン

ライン記録における脱退手当金の支給記録があり、そのうち申立人を含む 12

人には厚生年金保険被保険者名簿の欄に脱表示が確認できる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 なお、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別事業所の厚生年金

保険の被保険者期間があるが、未請求の被保険者期間と申立期間である被保険

者期間とはそれぞれ別の記号番号で管理されており、社会保険事務所（当時）

では、請求者からの申出が無い場合、請求者の全ての被保険者期間を把握する

ことは困難であったものと考えられることから、支給されていない期間が存在

することに事務処理上不自然さはうかがえない。 



  

福岡厚生年金 事案 3598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月 27日から 41年９月１日まで 

             ② 昭和 42年２月１日から 43年８月 20日まで 

    オンライン記録では、Ａ社及びＢ社（現在は、Ｃ社）における厚生年金保

険の被保険者期間について、脱退手当金が支給済みとされている。 

    脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約７か月後の昭和 44年３月 25日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   なお、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別事業所の厚生年金

保険の被保険者期間があるが、未請求の被保険者期間と申立期間である被保険

者期間とはそれぞれ別の記号番号で管理されており、社会保険事務所（当時）

では、請求者からの申出が無い場合、請求者の全ての被保険者期間を把握する

ことは困難であったものと考えられることから、支給されていない期間が存在

することに事務処理上不自然さはうかがえない。 



  

福岡厚生年金 事案 3599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年７月１日から 43年３月 16日まで 

    オンライン記録では、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間について、

脱退手当金が支給済みとされている。 

    脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が

支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者の資格喪失日から約３か月後の昭和 43 年６月３日に支給決定されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、前述の被保険者原票において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日である昭和 43年３月 16日の前後１年以内に資格喪失し、かつ、脱退手

当金の支給要件を満たしている女性 29 人について脱退手当金の支給記録を確

認したところ、28 人について支給記録が確認でき、いずれの者も資格の喪失

後４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえると、申立

人についてもその委任に基づき事業主による脱退手当金の代理請求がなされた

可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   なお、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別事業所の厚生年金



  

保険の被保険者期間があるが、未請求の被保険者期間と申立期間である被保険

者期間とはそれぞれ別の記号番号で管理されており、社会保険事務所（当時）

では、請求者からの申出が無い場合、請求者の全ての被保険者期間を把握する

ことは困難であったものと考えられることから、支給されていない期間が存在

することに事務処理上不自然さはうかがえない。 



  

福岡厚生年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年２月９日から 46年２月 17日まで 

    オンライン記録では、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間について、

脱退手当金が支給済みとされている。 

    脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手

当金の支給記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 46年５月 19日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、申立事業所における厚生年金保険被保険者の資格を喪失し

た後、昭和 51年 10月に婚姻するまでの期間において、国民年金の強制加入期

間があるにもかかわらず、国民年金に加入しておらず、年金受給に対する意識

がうかがえないほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   なお、申立期間以前に脱退手当金が未請求となっている別事業所の厚生年金

保険の被保険者期間があるが、未請求の被保険者期間と申立期間である被保険

者期間とはそれぞれ別の記号番号で管理されており、社会保険事務所（当時）

では、請求者からの申出が無い場合、請求者の全ての被保険者期間を把握する

ことは困難であったものと考えられることから、支給されていない期間が存在

することに事務処理上不自然さはうかがえない。 

 


